
第 1 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

 

日時 令和 3 年 4 月 25 日（日）午後 5 時 30 分～ 

場所 新庁舎 6 階 6-1 大会議室         

 

 

１ 発生状況について                         資料 1 

 

 

 

 

２ 岐阜市の対応について         

  ・イベント、市有施設等の方針について              資料 2 

  ・飲食店等への営業時間の短縮等について 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

【配布資料】 
資料 1 岐阜市における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況について（R3.4.24 時点） 

資料 2 イベント、市有施設の対応方針（案） 

参考 1 岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部会議席表 

参考 2 岐阜市新型インフルエンザ等対策本部要綱 

参考 3 新型コロナウイルス「第４波」非常事態宣言 

参考 4 新型コロナウイルス「第４波」非常事態対策 

 



資料 1 

 

岐阜市における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況について（R3.4.24 時点） 

 

1 感染者数推移（週計）                                                         

・累計1,445人の感染者が発生。3月は62人であったが、4月は24日間で160人となっている。 

  ・一週間（4/14～4/20）の人口10万人あたりの感染者数は、11.29人である。（同時期との比較 全国：23.38人 岐阜県：11.73人 愛知県：18.66人） 



資料 1 

 

2 年代別割合の比較                                                           

・3月以降は、30代以下が53.2%となっている。 

・60代以上は、緊急事態宣言実施区域指定解除までの期間と比べて、27.9ポイント減少し18.1%となった。 

※割合は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100%とはならない場合があります 
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岐阜市新型コロナウイルス感染症のある生活のための岐阜市総合対策（第 6 版）改定（案） 

２ イベント、市有施設等の対応方針                                          

（１） イベント等の取り扱い 

市が単独で実施するイベントは、実施の必要性を判断した上で、開催にあたっ 

ては、県のコロナ社会を生き抜く行動指針（以下、「県の指針」とする。）に基づい 

た感染防止対策を徹底する。 

また、各種講座の開催にあたっては、引き続き県の指針に基づいた感染防止対 

策を徹底する。 

市が関与する実行委員会等主催者や民間団体等イベント主催者に対しては、 

イベント等の開催にあたり、県の指針に基づいた感染防止対策を徹底するよう要 

請していく。 

  なお、4 月 26 日（月）から 5 月 11 日（火）までの間に開催するイベント等につ 

いては、原則、以下の取り扱いとする。 

＜スポーツ大会＞ 

・参加者は選手、役員及びチーム関係者のみとし、無観客で実施 

＜文化イベント＞ 

・市、指定管理者が主催するイベントは、中止又は延期 

 

（２） 市有施設の取り扱い 

すべての市有施設は、「新型コロナウイルス感染症流行時における岐阜市行政 

機能の確保に関する行動計画」に基づいた感染防止対策を徹底する。 

また、市の催事施設は、県の指針に基づいた感染防止対策を徹底する。 

なお、4 月 26 日（月）から 5 月 11 日（火）までの間は、県有施設の対応方針に 

沿って、以下の取り扱いとする。 

 

●開館時間は 20 時まで 

●人数上限 5,000 人、かつ収容率要件 50％以下 

※対象となる市有施設は、運動施設、競技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、 

展示場、ホテル又は旅館（集会の用に供するものに限る。）、遊興施設（食品衛生法の飲食店 

営業許可を受けない施設）に該当又は類似する市有施設 

 

【開館時間を 20 時までとする主な市有施設】 

○みんなの森 ぎふメディアコスモス、コミュニティセンター、公民館、市民会館、 

文化センター、長良川国際会議場、体育館、科学館、長良川うかいミュージアム、 

図書館分館、少年自然の家 

 

資料 2 
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（３） キャンセルに伴う使用料の返還方針 

新型コロナウイルス感染症を理由に自粛したイベント、市有施設の開館時間短 

縮により開催できなくなったイベント等に関する使用料については、基本的に徴収 

しない。 
 

    【対象期間】令和 3 年 4 月 26 日（月）～令和 3 年 5 月 11 日（火） 



2021年4月25日

経済部長

市民協働
推進部長

市　長

市長公室長

企画部長

浅井
副市長

楢橋
副市長

財政部長

行政部長

市民生活
部長

福祉部長

上下水道
事業部長

市民病院
事業管理者

防災監兼
都市防災部長

環境部長

子ども
未来部長

まちづくり
推進部長

消防長

都市建設
部長

行政部危機
管理審議監

市長公室
広報参与

保健衛生部長兼保健所長

岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部会議席表

女子短期大学
事務局長

監査委員
事務局長

教育委員会
事務局長

基盤整備
部長

ぎふ魅力づく
り推進部長

工事検査
室長

会計管理者

薬科大学
事務局長

議会
事務局長

教育長

市民病院長

事務局

参考１



 

 

岐阜市新型インフルエンザ等対策本部要綱 

 

令和 2年 1月28日決裁 

改正 令和 2年 2月21日決裁 

改正 令和 2年 3月 2日決裁 

改正 令和 2年 3月31日決裁 

改正 令和 2年 4月 1日決裁 

改正 令和 2年 4月 7日決裁 

改正 令和 2年 5月26日決裁 

改正 令和 3年 1月 8日決裁 

改正 令和 3年 3月10日決裁 

改正 令和 3年 3月22日決裁 

改正 令和 3年 3月31日決裁 

改正 令和 3年 4月25日決裁 

 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、岐阜市新型インフルエンザ等対策本部条例（平成25年岐阜市条例第20号）

第1条に規定する岐阜市新型インフルエンザ等対策本部（以下「本部」という。）に関し、

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下「法」という。）及び同

条例に基づき必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 新型インフルエンザ等（法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同

じ。）の発生に関する情報の収集及び関係機関との情報の共有 

(2) 新型インフルエンザ等の感染の拡大の防止に係る対策の検討及び実施 

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

2 本部長は、市長をもって充てる。 

3 副本部長は、副市長をもって充てる。 

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。 

5 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。 

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、主に

保健衛生部に関する事務を担任する副市長、副次的に保健衛生部に関する事務を担任する副

市長の順位により、その職務を代理する。 

参考２ 



 

 

（本部の会議） 

第4条 本部長は、必要に応じて本部の会議を招集する。 

2 保健衛生部長は、本部の会議の議事を進行する。 

3 本部長は、必要があると認めたときは、本部の会議に関係職員等の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

（課題調整会） 

第5条 新型インフルエンザ等対策（法第2条第2号に規定する新型インフルエンザ等対策をい

う。）に関する課題に係る対応の検討、岐阜県との連絡調整等を行うため、本部に課題調整

会を置く。 

2 課題調整会は、課題調整会に係る会長（以下この条及び次条並びに別表第2において「会長」

という。）、副会長（以下この条及び次条において「副会長」という。）及び会員をもって

組織する。 

3 会長は、主に保健衛生部に関する事務を担任する副市長をもって充てる。 

4 副会長は、保健衛生部保健衛生政策課長、保健所副所長及び行政部内部統制推進課長をも

って充てる。 

5 課題調整会の会員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。 

6 会長は、課題調整会を代表し、その事務を総理する。 

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、保健衛生部保

健衛生政策課長、保健所副所長、行政部内部統制推進課長の順位により、その職務を代理す

る。 

（課題調整会の会議） 

第6条 会長は、必要に応じて課題調整会の会議を招集する。 

2 副会長は、課題調整会の会議の議事を進行する。 

3 会長は、必要があると認めたときは、課題調整会の会議に関係職員等の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

（ワクチン接種対策検討会） 

第7条 新型インフルエンザ等に関するワクチンの接種に係る対策の検討、岐阜県との連絡調

整等を行うため、本部にワクチン接種対策検討会（以下「検討会」という。）を置く。 

2 検討会は、検討会に係る会長（以下この条及び次条並びに別表第3において「会長」とい

う。）、副会長（以下この条及び次条において「副会長」という。）及び会員をもって組織

する。 

3 会長は、主に保健衛生部に関する事務を担任する副市長をもって充てる。 

4 副会長は、保健衛生部保健衛生政策課長をもって充てる。 

5 検討会の会員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。 

6 会長は、検討会を代表し、その事務を総理する。 



 

 

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（検討会の会議） 

第8条 会長は、必要に応じて検討会の会議を招集する。 

2 副会長は、検討会の会議の議事を進行する。 

3 会長は、必要があると認めたときは、検討会の会議に関係職員等の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

（幹事会） 

第9条 本部の機能を補完するために、本部に幹事会を置く。 

2 幹事会は、幹事会に係る会長（以下この条及び次条並びに別表第4において「会長」とい

う。）、副会長（以下この条において「副会長」という。）及び幹事をもって組織する。 

3 会長は、保健衛生部保健衛生政策課長をもって充てる。 

4 副会長は、保健所副所長及び行政部内部統制推進課長をもって充てる。 

5 幹事は、別表第4に掲げる職にある者をもって充てる。 

6 会長は、幹事会を代表し、その事務を総理する。 

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、保健所副所長、

行政部内部統制推進課長の順位により、その職務を代理する。 

（幹事会の会議） 

第10条 会長は、必要に応じて幹事会の会議を招集する。 

2 会長は、幹事会の会議の議事を進行する。 

3 会長は、必要があると認めたときは、幹事会の会議に関係職員等の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第11条 本部、課題調整会、検討会及び幹事会の庶務は、保健衛生部保健衛生政策課において

処理する。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和2年1月28日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和2年2月21日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和2年3月2日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 



 

 

附 則 

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

1 この要綱は、令和2年4月7日から施行する。 

（岐阜市新型インフルエンザ等対策本部要綱の廃止） 

2 岐阜市新型インフルエンザ等対策本部要綱（平成25年4月18日決裁）は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、令和2年5月26日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和3年1月8日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和3年3月10日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和3年3月22日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和3年4月25日から施行する。 

 

  



 

 

別表第1（第3条関係） 

教育長 

市長公室長 

広報参与 

企画部長 

財政部長 

行政部長 

危機管理審議監 

工事検査室長 

ぎふ魅力づくり推進部長 

経済部長 

市民生活部長 

福祉部長 

子ども未来部長 

保健衛生部長 

保健所長 

市民病院長 

環境部長 

都市防災部長 

消防長 

まちづくり推進部長 

都市建設部長 

基盤整備部長 

上下水道事業部長 

市民協働推進部長 

薬科大学事務局長 

女子短期大学事務局長 

教育委員会事務局長 

会計管理者 

議会事務局長 

監査委員事務局長 

本部長が必要と認める者 

 

 

  



 

 

別表第2（第5条関係） 

財政部財政課長 

行政部人事課長 

ぎふ魅力づくり推進部ぎふ魅力づくり推進政策課長 

経済部経済政策課長 

福祉部福祉政策課長 

子ども未来部子ども政策課長 

教育委員会事務局教育政策課長 

会長が必要と認める者 

 

  



 

 

別表第3（第7条関係） 

行政部デジタル戦略課長 

行政部管財課長 

福祉部介護保険課長 

福祉事務所高齢福祉課長 

市民協働推進部市民活動交流センター所長 

教育委員会事務局学校指導課長 

会長が必要と認める者 

  



 

 

別表第4（第9条関係） 

市長公室秘書課長 

企画部総合政策課長 

財政部財政課長 

行政部行政課長 

ぎふ魅力づくり推進部ぎふ魅力づくり推進政策課長 

経済部経済政策課長 

市民生活部市民生活政策課長 

福祉部福祉政策課長 

子ども未来部子ども政策課長 

市民病院事務局病院政策課長 

環境部環境政策課長 

都市防災部都市防災政策課長 

消防本部消防総務課長 

まちづくり推進部まちづくり推進政策課長 

都市建設部都市建設政策課長 

基盤整備部基盤整備政策課長 

上下水道事業部上下水道事業政策課長 

市民協働推進部市民協働推進政策課長 

薬科大学事務局庶務会計課長 

女子短期大学事務局総務管理課長 

教育委員会事務局教育政策課長 

会計課長 

議会事務局議会総務課長 

選挙管理委員会事務局長 

監査委員事務局監査課長 

会長が必要と認める者 
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 感染防止の基本的対策を徹底継続してください︕
「人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い・手指消毒」
「3密の回避」、「体調不良の時は、外出しない」

 外出は必要性と安全性を慎重に検討し、
すいた時間と感染防止対策が徹底された場所を選んでください︕

 県をまたぐ不要不急の移動は控え、関⻄、関東、愛知県など、
感染拡大地域への移動は、自粛、延期をお願いします。

 感染リスクの高い飲食、⾏事は、徹底回避してください︕

 新型コロナウイルスに関わる全ての方への差別や非難は、絶対にやめましょう︕

新型コロナウイルス感染症の第４波の感染が拡大しています。その最大の要因は、感染力が
強く感染すると重症化リスクが高まるおそれのある変異株への感染です。

大阪府や兵庫県では、感染者の約80％が変異株となっておりますが、岐阜県においても、変
異株の感染割合は、 3月末から4月初めにかけて2～3割だったものから、その後1週間で62％ま
で倍増しており、このままでは、人の移動が増えるゴールデンウィークに感染者が急増する恐
れがあります。

感染者が急増すれば、誰もが通常の医療が受けられなくなる医療崩壊につながりかねません。
この感染症は、重症化・死亡のリスクが高く、高齢者のみならず若者においても後遺症に苦

しむケースがある一方、適切な感染防止対策を徹底すれば、感染を防ぐことができます。
昨年の緊急事態宣言下のゴールデンウィークは、多くの皆様が感染防止対策を徹底し、第1波

を終息させることができました。ワクチン接種は始まりましたが、今年のゴールデンウィーク
も引き続き、感染リスクの高い場所、行動を避けるなど、感染防止対策の徹底をお願いいたし
ます。

令和３年４月２５日 岐阜市長 柴橋 正直

 出勤者7割、20時以降の勤務抑制など具体的な対策をお願いします︕
 テレワークや時差出勤などの人との接触を減らす取組を推進してください。
 職場における「ぎふコロナガード」を活用して感染防止対策を徹底してください。
 出張は、⾏先の状況を確認してその実施を含め、慎重に判断し、
感染拡大地域への移動は、自粛、延期してください。

市⺠の皆様へ

事業者の皆様へ

＜感染リスクが高いと考えられる飲食等＞
友人や親戚同士の大勢の会食、バーベキュー（屋内含む）、
大学のサークル活動、運動部の試合後や遠征時での大人数での飲食、
路上や公園での集団による飲酒、マスク無しのカラオケ、
⻑時間・大人数・大声での飲食、飲食時のマスク無しでの会話、
対策が不⼗分なお店（換気が悪い、座席間の距離が近いなど）の利用 等

4⽉26⽇(⽉)〜
5⽉11⽇(火)


